
社会全体としての国民運動へ 

○企業・団体・自治体への参画の呼びかけ 
○社員・住民の健康づくりのためのリーフレットやポスターの提供 
○大臣表彰「健康寿命をのばそう！アワード」 
○「健康寿命をのばそう！サロン」による参画団体の交流と好事例の横展開 
○「いきいき健康大使」による、各種イベントでの健康づくりの呼びかけ 

厚生労働省 

社内啓発や消費者への啓発活動に利用するロゴマークの
使用（パンフレットやホームページなど） 
 → 企業等の社会貢献と広報効果 

社員・住民の健康づくり、禁煙や受動喫煙防止の呼び
かけ、検診・健診促進のためのポスター等による啓発 
→ 社員・住民の健康意識の向上・促進 

＜事業イメージ＞ 

・フィットネスクラブ 
・食品会社 
             等 

・メディア 
・外食産業 

企業・団体 
 

自治体 ＜健康寿命をのばそう！アワード表彰式＞ 

○背景：高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予防・早期に 
    発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会 
    を実現することが重要である。 
 

○目標：「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙・受動喫煙防止」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取 
    り組む企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意識」 
    及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。 

 国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ 
＜スマート・ライフ・プロジェクト＞     
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１． ８０２０運動推進特別事業       100百万円（100百万円） 
    

８０２０運動及び歯科口腔保健の推進のため、歯の健康の保持
等を目的として実施される歯科保健医療事業（口腔保健推進事業
に掲げる事業を除く）に必要な財政支援を行う。 

 

  補助対象：都道府県 
  補助率：定額                            
  
 １）８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に関する 
   検討評価委員会の設置 
 ２）８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に資するために 
   必要となる事業 
  ア 歯科口腔保健の推進に携わる人材研修事業 
  イ 歯科口腔保健の推進に携わる人材の確保に関する事業 
  ウ その他、口腔保健推進事業に掲げる事業以外の事業 

２． 口腔保健推進事業         301百万円（255百万円） 
地域の実情に応じた総合的な歯科保健医療施策を進めるための

体制確保、歯科保健医療サービスの提供が困難な障害者・要介護
高齢者等への対応やそれを担う人材の育成及び医科・歯科連携
の取り組みに対する安全性や効果等の普及を図る。 

 

  補助対象：都道府県、保健所を設置する市、特別区 
  補助率：１／２  
 

 １）口腔保健支援センター設置推進事業 
 ２）口腔保健の推進に資するために必要となる事業 
  ① 歯科疾患予防・口腔機能維持向上事業 
   ①－１ 歯科疾患予防事業 
   ①－２ 食育推進等口腔機能維持向上事業 
  ② 歯科保健医療サービス提供困難者への 
     歯科保健医療推進・技術者等養成事業 
   ②－１ 歯科保健医療推進事業 
   ②－２ 歯科医療技術者養成事業 
  ③ 調査研究事業 
   ③－１ 歯科口腔保健調査研究事業 
   ③－２ 多職種連携等調査研究事業 

３． 歯科口腔保健支援事業          2百万円（2百万円） 
歯科口腔保健推進室において、口腔と全身に関する知識の普及

啓発や対話を通じて、国、地方公共団体、住民（国民）それぞれと
相互に連携していく。 

平成30年度予算案額：403百万円 
（平成29年度予算：358百万円） 

（平成29年度予算：３５８百万円） ○ 8020運動推進特別事業は、都道府県が地域の実情に応じた8020運動に係る政策的な事業を行うこと等を目的として平成12年度から実施し、
口腔保健推事業は、平成23年度に公布・施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」に基づき平成25年度から実施している。 

○ 平成27年度より両事業を統合することで、地域の特性を活かした柔軟な対応を促進し、歯科口腔保健の推進に関する施策の充実・強化を図る。 
○ また、歯科口腔保健推進室において部局横断的な施策にも取り組み、国、地方公共団体、住民（国民）それぞれと相互連携していく。 

厚生労働省 

都道府県等 

各地域の実情に応じた 
歯科口腔保健に関する取組を実施 

8020運動・口腔保健推進事業について 

住民(国民) 

補助 

実績報告 
（取組事例を含む） 

普及啓発・ 
対話 
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 ○ 地域の学生や教員ＯＢ等のボランティア等であって、ひとり親家庭の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有する支援員を 
  配置して、子どもに対して適切な生活支援や学習支援等を行うとともに、子どもの良き理解者として悩み相談や進学相談等に 
  応じる。 
 ○ 食事の提供を行う場合には、食育の観点に配慮するとともに、衛生管理等に十分配慮する。また、食材の確保には、地域の 
  農家、フードバンク等の協力を得る。 
  （食材費は、実費徴収可） 
 ○ 支援員の募集・選定・派遣調整、教材作成等を 
  行うコーディネーターや、支援員の指導・調整、 
  運営管理等を行う管理者を配置する。 

子どもの生活・学習支援事業（居場所づくり） 

地域の支援スタッフ 
（学生・教員OB等） 

＜実施場所＞ 
児童館、公民館、民家等 

学習支援 食事の提供 

＜支援の内容（例）＞ 

遊び等の諸活動 調理実習 

※平成28年度から実施 

 
 ○ ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、放課後児童クラブ等の終了後に、 
  ひとり親家庭の子どもに対し、児童館・公民館や民家等において、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の習得支援・学習 
  支援、食事の提供等を行うことにより、ひとり親家庭の子どもの生活の向上を図る。 
 
 
 ○ ①及び②の支援を組み合わせて実施することを基本とし、 
  これに加えて、③の支援を地域の実情に応じて実施する。 
  ① 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導 
  ② 学習習慣の定着等の学習支援 
  ③ 食事の提供 

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市町村 
【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2 
     国1/2、都道府県1/4、市町村1/4 
【29予算額】母子家庭等対策総合支援事業(114億円) 
      の内数 
 ※平成27年度補正予算で学習支援等を行う場所を開設するため 
  に必要な備品の購入費用等を計上。 

目  的 

事業内容   

実施体制・実施方法   
《②：東京都世田谷区》 《③：北九州市》 《②：東京都江戸川区》 

コーディネーター・管理者 

 【平成30年度予算案額 12,226百万円の内数】 
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食品に関する情報提供や 
リスクコミュニケーションの推進 

 【平成30年度予算案額 ９百万円】 
  （平成29年度予算額 ９百万円） 

 
意見交換会 

 
ホームページによる情報発信 

 
リーフレット等の作成 

全国各地において「食品中の放射性物質」「輸入食品
の安全性確保」「食品安全全般」「健康食品」などを
テーマに意見交換会を開催 

寄生虫（アニサキス）やリステリア、お肉による食中
毒予防など、一般国民向けのリーフレットなどを作成 

厚生労働省ホームページ「食品」において、緊急情
報やトピックス、施策別の詳細な情報やパンフレッ
ト・リーフレットを提供・公開 

各自治体の協力のもと、意見交換会の開催やリーフレットの配布を行っている 

■ リスクコミュニケーションの主な取組 

 
SNS（Social Networking Service） 
による情報発信 

厚生労働省の食品衛生行政に関連する情報を積極的
に発信しています 
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農林水産省 
平成30年度食育関連予算関連資料 

農林水産省 
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